
 

 

 

【働くものと県民のための静岡県労働研究所】 

 

7 月19 日（木）   
会場：静岡県評会議室 

 

 

第 132 回定例研究会      だれでも参加できます      

ひとり親 世 帯 の 

自 立 について考 える 
報告：中澤秀一氏（静岡県立大学短期大学部准教授） 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

※連絡先：〒422-8062  静岡市駿河区稲川 2-2-1 セキスイハイムビルディング７Ｆ（静岡県評内） 
      静岡県労働研究所  TEL 054-287-1293 FAX 054-286-7973 

メール roudouadv@wave.wbs.ne.jp  ホームページ http://www.geocities.jp/shizuokarouken/ 

これからの企画 

 

◆第 9回中間総会と記念講演 

日時…8月 4日（土） 

総会：午後 1：00～ 

講演：午後 2：30～ 

場所…あざれあ 502 会議室 

講演…「働きすぎのメカニズム 

―労働時間短縮の運動を―」

講師…森岡孝二氏 

（関西大学名誉教授） 

 

◆第 133 回定例研究会（予定） 

日時…9月 20 日（木）午後 6：30～ 

場所…静岡県評会議室 

 

 

18：30～ 

最低生計費に届かない 

2016 年に実施した北海道最低生

計費試算調査では、若年単身世帯や

核家族の生計費だけではなく、ひと

り親世帯（ 30 代母親と未婚子）の生

計費も試算された。子どもが 1 人い

る世帯で月額約 30 万円（年間約 360

万円）、同じく 2 人いる世帯で月額

約 40 万円（年間約 470 万円）であ

った（税等込み）。  

女性労働者の平均的な収入（児童

手当や児童扶養手当等の各種手当

を加算したとしても）では、この生

計費を満たすことはできていない。

ひとり親世帯がふつうの暮らしを

送れるための条件について検討す

る 。 


